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1 １６ 020201010101 住民 住民基本台帳等諸証明手数料 9 ４市町村とも徴収しているが、一部の手数料につ
いて金額等に差異がある。

合併時、現行の手数料を基本とし、差異のあるも
のについては、統一した基準を設け実施する。

１．住民基本台帳証明手数料については、従来から市
町村間の統一が図られていたため、大きな差異はない。
２．身分証明書の交付、住民票の閲覧、印鑑登録証の
再交付については、市町村間で手数料額に差異があ
り、出生・死亡に関する証明、印鑑登録証交付及び再交
付、埋火葬許可、埋火葬証明、自動車臨時運行許可審
査については、未徴収市町村があるが、これらについて
は、佐久市の例を基本に統一する。
【附票参照P７】

2 ２８－２ 010201010203 住民 戸籍電算処理 10 浅科村・望月町が戸籍電算処理を実施している。合併前に戸籍電算化未実施市町（佐久市･臼田
町）において統合可能なシステムにより電算化を
実施し、合併と同時にシステムの統合を行う。

１．紙戸籍のまま合併に伴う戸籍表示の変更・付票の住
所変更等行うためには、戸籍業務経験者による膨大な
量の作業が必要となり、これを合併直前の数日間で行う
ことは、事実上不可能である。また、合併後に、地域ごと
に紙戸籍による処理と電算化戸籍処理とを併在させて
運用することは事務手続きの極端な複雑化と窓口の事
務の混乱をもたらし、住民サービスの低下を招く恐れが
ある。このため、合併前に佐久市・臼田町において電算
化を実施し、合併プログラムを用いた電算処理による合
併のための作業を行い、合併と同時にシステムの統合を
行うこととする。
２．電算化にあたっては、合併によるシステムの統合を前
提とするものであることから、業者を同一のものとする必
要がある。
３．業者選定にあたっては、住基電算処理システムを担
当する業者と同一のものとすることが適当である。

3 ２８－２ 010201030302 住民 高齢健康優良者表彰 11 佐久市が単独で実施している。 合併時、佐久市の例により新市において実施す
る

　健康優良（無診療）者による医療費削減の貢献は多大
であり、健康で過ごしたことを祝い激励することは必要で
あるため新市において実施する。
１．表彰の対象者
次の要件を満たす者
・老人保健医療受給者・前年無診療の者・介護保険給
付サービス利用者及び社会福祉施設入所者でない者
２．表彰の方法
表彰状と記念品を交付
３．表彰の時期
毎年１０月から１１月の間
４．その他
 健康管理のため、健康診査の受診勧奨もあわせて行
う。
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4 ２８－２ 010201030401 住民 低所得世帯医療資金 12 佐久市が単独で実施している。 合併時、低所得世帯医療資金貸付事業を新市に
おいて実施する。

　高齢者の増加や経済状況等により、医療費の支払い
が困難なケースが想定されるため、新市においても実施
する。
１．貸与対象者
　市民税均等割世帯に属する者で次の要件を満たす者
（１）市内に６ヶ月以上住所を有すること。（２）医療費を一
時に支出することが困難な者。（３）他から医療費の貸与
若しくは給付を受けることができない者。
２．貸与対象医療費
　医療費給付額の額
３．貸与利率　無利子

5 ９ 010202010301 国民健康保険 国民健康保険税の賦課 13 ４市町村とも実施しているが、税率・納期に差異
がある。

合併時、佐久市の例による。なお、新市において
速やかに税率の見直しを行う。

１．納期、具体的な手順、様式等については、佐久市の
例を基本に統一する。
２.根拠
・制度改正に伴う保険給付の伸びが見込めないため、
「国保に要する費用」（歳出）の額の算定が、現時点では
困難である。
・新市における住民の負担は、「一体性確保の原則」や
「負担公平の原則」から見て、均一である方が望ましい。
【附票参照P８】

6 １７ 030202010105 国民健康保険 葬祭費（国保事業） 14 ４市町村とも実施しているが、支給金額に差があ
る。 合併時、支給金額を３０，０００円に統一する。

１．概要
　被保険者が死亡したとき、その者の葬祭を行う者に対
し、葬祭費を支給する。
２．対象者
　死亡した被保険者の葬祭を行う者

7 １７ 030202010106 国民健康保険 任意給付金（国保事業） 15 臼田町・浅科村が実施しているが、給付対象に差
異がある。

合併時、被保険者が結核予防法第３４条または
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３
２条の規定による医療を受けたときに当該被保険
者が負担する額を支給する。

　給付対象医療・対象者は浅科村の例に統一する。
　給付額結核予防法、または精神保健及び精神障害者
福祉の関する法律による自己負担額（医療費の５％）を
給付する。
＊残りの９５％は法律に基づく公費負担

8 １７ 030202010202 国民健康保険
人間ドック受診者補助金
（国保事業） 16 佐久市・浅科村・望月町で実施しているが、補助

対象者・補助金額に差異がある。

合併時、補助金額を日帰り１５，０００円・１泊２日２
５，０００円に統一して新市において実施する。ま
た、補助対象者の年齢制限は廃止する

１．概要
　生活習慣病等の早期発見、早期治療のため、人間ドッ
ク受診者に補助金を交付する。
２．対象者
　国民健康保険加入者で国保税を完納している者。た
だし、同様の検診事業の補助対象者は除く。補助の回
数は、同一人に対し、年１回を限度とする。
３．その他
　年齢制限については、早期発見・早期治療により医療
費を軽減できるため廃止する。

9 ２５ 040202010101 国民健康保険 国民健康保険運営協議会 17 ４市町村とも同様に設置している。 合併時､新市において国民健康保険法の規定に
より設置する。

　国民健康保険法の規定により市町村に設置が義務づ
けられているため、合併時、新市において設置する。
　委員数及び委員報酬は、非常勤特別職等の協議の扱
いによる。

10 ２８－２ 010202010104 国民健康保険 国民健康保険高額医療費資金貸付事業 18
佐久市・臼田町・浅科村が実施しているが、対象
者に差異がある。なお、佐久市・浅科村は貸付基
金を設置している。

合併時､貸与対象を国民健康保険加入者の高額
療養費の支給に係わる者とし、貸付額を高額療
養費支給見込みの１００分の９０に相当する金額と
して実施する。

１.概要
　国民健康保険加入者が高額療養費の支給に係わる療
養に要するために必要な資金の貸し付け。
２．貸与対象者　佐久市・浅科村の例による。
３．基金の扱いについては､国保会計内で対応できること
から廃止する。



11 ２８－２ 010202010201 国民健康保険 疾病予防事業（国保事業） 19 臼田町が単独で実施している。

臼田町が実施している町民健診事業は廃止のう
え、新市において誕生月健診や国保加入者の人
間ドック助成事業を実施することで対応するた
め、合併時廃止する。

12 ２８－２ 010202010202 国民健康保険 出産資金貸付事業（国保事業） 20
佐久市・臼田町・浅科村が実施しているが、貸付
額に差異がある。
また、浅科村は貸付基金を設置している。

合併時、貸付額を出産育児一時金の８０％（２４
０，０００円以内）に統一する。

1.概要
　国民健康保険の被保険者で出産育児一時金の支給を
受けることが見込まれている者で、国保税完納者に対し
て行う。
２．貸付時期
①出産予定日まで１ヶ月以内
②出産後、医療機関等から費用の請求があった場合又
は、支払った場合
３．その他
　基金については、県下でも基金を設置している例が少
なく国民健康保険の特別会計内で対応できることから廃
止する。

13 ２８－２ 010202010203 国民健康保険 健康優良家庭表彰（国保事業） 21 佐久市が単独で実施している。

共済組合等他の健康保険制度においても同様の
事業は廃止の方向にあることを踏まえ、新市とし
て早期発見・早期治療の観点から、国保事業を
推進するため、合併時廃止する。

14 １６ 020203010101 生活環境 狂犬病予防事業手数料 22 ４市町村が同様に実施しており問題なし。 合併時、現行どおりとする。

15 １６ 020203010202 生活環境 一般廃棄物処理業許可申請手数料 23 佐久市・臼田町・望月町が手数料を徴収している
が、料金に差異がある。 合併時、１申請５，０００円に統一して実施する。 　更新・許可変更・再交付の区分を設けずに、一律５，０

００円とする。

16 １６ 020203010301 生活環境 福祉会館使用料 24 佐久市が単独で手数料を徴収している。 合併時、現行どおりとする。

17 １７ 030203010203 生活環境 交通災害共済児童加入負担金 25 佐久市・臼田町・浅科村が実施しているが、負担
金額（補助金額）に差異がある。

合併時、市内在住の３歳以上１５歳未満の者の長
野県民交通災害共済加入金額を新市が負担す
る。

　合併時、県下の市で構成する長野県民交通災害共済
に加入することとし、佐久市の例により交通災害共済加
入金を全額負担する。

18 １７ 030203010307 生活環境 連合衛生委員会補助金 26 佐久市が単独で実施している。

合併時、佐久市の例による。なお､佐久市環境浄
化活動補助金・臼田町環境衛生組合連合会補
助金についても、合併時、連合衛生補助金に統
一する

・新市において、新たな補助金交付要綱を策定し補助
金の内訳は、役員手当地区衛生委員会の活動費及び
環境浄化活動費等とする。
・役員手当、委員長活動費については、佐久市連合衛
生委員会会計処理規程を準用する。
・環境浄化活動費の算出に当たっては、世帯数割に地
区の世帯数に応じた加算額を加えることとし、単価は佐
久市の例を基本に調整する。

19 １７ 030203010308 生活環境 環境浄化活動補助金 27 佐久市が単独で実施している。 合併時、連合衛生委員会補助金に統合するため
廃止する。

20 １７ 030203010311 生活環境 環境衛生組合連合会補助金 28 臼田町が単独で実施している。 合併時、連合衛生委員会補助金に統合するため
廃止する。

21 １７ 030203010312 生活環境 馬坂・広川原地区環境衛生補助金 29 臼田町が単独で実施している。 合併時、現行どおりとする。

　新市による家庭ごみ収集や回収が困難な遠隔地域で
ある両地区に対して、地区住民自身による家庭ごみの収
集と処理場までの運搬に係わる経費を補助するものであ
り、新市においても現行どおり実施する。



22 １７ 030203010313 生活環境 集団資源回収補助金 30 浅科村が単独で実施している。

資源ごみ回収は、既に分別収集により徹底され
おり、住民のリサイクルに対する意識も浸透してい
るため、合併時廃止する。なお、新市において
は、ＰＴＡ等各種団体による独自実施とする。

23 １７ 030203010316 生活環境 一斉清掃交付金 31 浅科村が単独で交付金を交付している。 合併時、連合衛生委員会補助金に統合するため
廃止する。

24 ２０ 050203010101 生活環境 東信地区交通災害共済組合 32 臼田町・浅科村・望月町が加入している。 新市において、長野県民交通災害共済に加入す
るため、合併時脱退する。

25 ２２ 010203020301 生活環境 簡易給水施設 33 臼田町が単独で設置し、給水事業を行なってい
る。 合併時、現行どおりとする

26 ２２ 030203020803 生活環境 佐久水道水源補償交付金 34 浅科村が単独で実施している。

飲料水については、佐久水道による普及が図ら
れており、井戸水の水源補償という目的で、地区
に交付金を交付する必要性が薄れてきたため、
合併時廃止する。

27 ２２ 050203020301 生活環境 佐久圏域水道水質検査協議会 35 ４市町村とも同様に加入しているため問題なし。 合併時、新市において加入する。

　新設合併であるため、合併と同時に旧市町村の法人
格が消滅することから、一部事務組合からの脱退の手続
きが必要となる。ただし、新市においても、処理業務を引
き続き当該一部事務組合に於いて共同で行う必要があ
ることから、合併時、改めて加入の手続きを行う。

28 ２５ 040203010301 生活環境 衛生委員会 36 ４市町村とも類似の委員会を設置しているが、組
織・活動状況に差異がある。

合併時、新市において佐久市連合衛生委員会・
臼田町環境衛生組合連合会・浅科村環境衛生
推進委員会・望月町環境衛生推進員を統合のう
え、新たな連合衛生委員会として組織を設置す
る。

・組織、活動状況については、佐久市の例を基本に統一
する。
・委員の報酬については、佐久市連合衛生委員会会計
処理規程による報酬・役員手当を準用する。

29 ２５ 040203010303 生活環境 環境審議会 37 佐久市・臼田町が同様に設置している。

合併時、新市において現行の組織を基本に新た
に設置する。なお、同時に浅科村自然環境保護
審議会・浅科村公害対策審議会・望月町公害防
止監視委員会についても、環境審議会に統合す
る。

　委員数及び委員報酬については、非常勤特別職等の
協議の扱いによる。

30 ２５ 040203010306 生活環境 自然環境保護審議会 38 浅科村が単独で設置している。 合併時、環境審議会に統合した新たな組織で対
応するため廃止とする。

31 ２５ 040203010401 生活環境 公害対策審議会 39 浅科村・望月町が設置している。 合併時、環境審議会に統合した新たな組織で対
応するため廃止とする。

32 ２８－２ 010203010201 生活環境 交通安全計画 40 新市において策定する必要がある。 現行の各市町村の交通安全計画の内容の統一
を図り、新市において新たに策定する。

　交通安全対策基本法及び、県の交通安全対策基本計
画に基づいて策定されるものであるため、新市に移行し
た平成１７年度中に新市の交通実態に会わせた交通安
全計画を策定する。

33 ２８－２ 010203010203 生活環境 交通安全対策協議会 41 ４市町村とも条例及び要綱に基づき、同様に設置
しているため問題なし。 合併時、新市において設置する。

　交通安全対策協議会は、新市の交通安全対策を推進
するうえで不可欠な組織であることから、合併時、新市の
交通実態を踏まえ、委員数及び委員構成等を統一のう
え設置する。
　委員数及び報酬額は、非常勤特別職等の協議の取扱
いによる。



34 ２８－２ 010203010204 生活環境 交通指導員 42 佐久市・浅科村で設置しているが、指導員数、構
成に差異がある。 合併時、新市において組織を統一して設置する。交通指導員数及び指導員報酬は非常勤特別報酬等の

協議の取扱いによる。

35 ２８－２ 010203010209 生活環境 新入園児・新入学児童への交通安全用具配布 43
佐久市・臼田町・浅科村で実施しているが、配布
対象者、配布時期、配布する安全用具に差異が
ある。

合併時、配布対象者を小学校への新入学児童と
し、配布物もヘルメットに統一する。

36 ２８－２ 010203010304 生活環境 身近な生きもの生息分布調査 44 佐久市が単独で実施している。 合併時、調査区域を新市の区域に拡大し実施す
る。

37 ２８－２ 010203010305 生活環境 動物愛護フェスティバル 45 佐久市が単独で実施している。 合併時、現行どおりとする。

38 ２８－２ 010203010309 生活環境 霊園管理 46 臼田町が単独で実施している。 合併時、現行どおりとする。

39 ２８－２ 010203010401 生活環境 環境基本計画 47 佐久市が単独で実施している。
新市において策定する必要があることから、現行
の佐久市環境基本計画を基本に、新市において
策定する。

40 ２８－２ 010203010404 生活環境 公害防止条例に基づく指定事業届出 48 ４市町村とも実施しているが、指定事業の有無及
び届出受理後の対応に差異がある。

合併時、佐久市の例による。なお、指定業種につ
いては、現行のものを基本に統一する

　公害の発生の恐れのある事業を行う場合、及び公害の
発生の恐れのある施設を設置する場合には、その３０日
前までに届けることを義務化する　佐久市公害防止条例
に定める指定業種を基本に、他町村の現状を踏まえ、指
定業種の統合を図る。

41 ２８－２ 010203010601 生活環境 一般廃棄物処理計画 49 ４市町村が策定しているが、内容に差異がある。
新市においての計画を策定する必要があることか
ら、現行の廃棄物処理計画を基本に、新市にお
いて速やかに策定する。

42 ２８－２ 010203010603 生活環境 一般廃棄物処理業許可 50

佐久市・臼田町は、一般廃棄物収集運搬業者と
一般廃棄物処分業者の許可を行なっているが、
浅科村・望月町は、一般廃棄物収集運搬業者の
みの許可を行なっている。

合併時、新市において一般廃棄物収集運搬業者
と一般廃棄物処分業者の許可を行なう。 　許可の取扱い等の方法は佐久市の例による。

43 ９ 010204010106 人権同和 固定資産税の減免 51 ４市町村で実施しているが内容に差異がある。
４市町村とも、既に廃止若しくは廃止予定の事業
であり、同和対策事業の見直しが順次成されてい
る状況にあるため,合併時廃止する。

44 ９ 010204010107 人権同和 個人市町村民税の減免 52 浅科村が単独で実施している。

浅科村においては廃止予定の事業であり、同和
対策事業の見直しが順次成されている状況にあ
るため、固定資産税の減免とあわせ、合併時廃止
する。

45 １６ 020204010101 人権同和 隣保館使用料 53 佐久市・望月町が使用料を設定しているが、使用
料の徴収基準に差異がある。 合併時、新たな基準を設け料金を設定する。

　使用料の設定にあたっては、社会教育施設の使用料
に準じ基準となる1時間あたりの平米単価を統一する。
　開館時間及び閉館時間については、地域の実情の合
わせた時間帯で設定する。

46 １６ 020204010201 人権同和 同和対策集会所等使用料 54 臼田町・望月町が使用料を設定しているが、使用
料の徴収基準に差異がある。

同和教育集会所の設置の目的や使用状況を踏
まえ、合併時使用料を廃止する。

47 １７ 030204010106 人権同和 部落解放運動団体活動補助金 55 ４市町村とも実施しているが、補助金額及び交付
対象団体に差異がある。

合併時、新市の部落解放運動団体の設置状況を
踏まえ、補助金交付基準の統一を図る

　補助金の主旨、現行の内容を踏まえ、運動団体と調整
のうえ、予算の範囲内で対応する。

48 １７ 030204010108 人権同和 解放年金 56

１．４市町村でそれぞれ交付要綱に基づき実施し
ているが、交付方法・交付内容に差がある。
２．４市町村とも廃止の方向にあるが、廃止時期を
調整する必要がある。

4市町村ともに廃止予定の事業であり、同和対策
事業の見直しが順次成されている状況にあるた
め,合併時廃止する。



49 １７ 030204010110 人権同和 同和地区人間ドック補助金 57 浅科村が単独で実施している。 新市が実施する健診等の保健事業を活用するた
め、合併時、補助金を廃止する

50 １７ 030204010311 人権同和 同和地区児童生徒入学支度金 58 臼田町・浅科村が実施している。

佐久市・望月町においては、既に廃止されている
事業であり、臼田町・浅科村においても、同和対
策事業の個人給付の見直しが順次なされている
状況にあるため、合併時廃止とする

51 １７ 030204010312 人権同和 同和地区児童生徒奨学金 59 浅科村・望月町が給付しているが、支給金額、支
給対象者、支給基準に差異がある。

新市の教育委員会が実施する奨学資金貸付事
業を活用するため、合併時廃止する。ただし、合
併日の前日に在学中の者で給付を受けている者
については、その在学期間に限り、経過措置とし
て従前どおり支給する。

　平成１４年３月末日をもって「地域改善対策特定事業に
係る国の財政上の特別措置に関する法律（地対財特
法）」が失効したが、教育や就労における格差是正など
は、その解決のため、長野県部落解放審議会の答申に
沿い、一般対策に工夫を加えた対応を行う。

52 ２５ 040204010101 人権同和 部落差別撤廃人権擁護審議会 60 ４市町村とも同様に設置しているため問題なし。 合併時、新市において現行の組織を基本に新た
に設置する。

　委員数及び委員報酬については、非常勤特別職等の
協議の扱いによる。
　委員構成や具体的な運営方法については、佐久市の
例を基本に統一する。

53 ２５ 040204010201 人権同和 隣保館運営審議会 61 佐久市・浅科村・望月町が設置している。 合併時、新市において現行の組織を基本に新た
に設置する。

　委員数及び委員報酬については、非常勤特別職等の
協議の扱いによる。
　委員構成や具体的な運営方法については、佐久市の
例を基本に統一する。

54 ２５ 040204010202 人権同和 隣保館運営委員会 62 浅科村・望月町が設置している。 合併時、新市において各隣保館を単位に設置す
る。

　隣保館活動は、地域住民の協力がなければ、隣保館
事業の趣旨の添った活動は不可能であり、地域ニーズ
を把握し、地域と提携した活動を展開していく必要があ
る。
　運営委員の構成、人員等については、地域の特性に
配慮し、浅科村の例を基本に統一する。

55 ２５ 040204010301 人権同和 人権同和教育推進協議会 63 ４市町村とも同様に設置しているため問題なし。 合併時、新市において現行の組織を基本に新た
に設置する。

　委員数及び委員報酬については、非常勤特別職等の
協議の扱いによる。
　委員構成や具体的な運営方法については、佐久市の
例を基本に統一する。

56 ２５ 040204010302 人権同和 人権同和教育推進員 64 佐久市・望月町が設置している。 合併時、新市において設置する。

・報酬については、非常勤特別職の協議の扱いによる。
・推進員の数は、旧々町村（「昭和の大合併」以前の町
村）あたり1名を基本に、２６名以内で調整する。
佐久市：１５名（岩村田・小田井・平根・中佐都・高瀬・野
沢・桜井・岸野・前山・大沢・中込・平賀・内山・三井・志
賀）
臼田町：４名　（臼田・田口・切原・青沼）
浅科村：３名  （中津・五郎兵衛新田・南御牧）
望月町：４名　（協和・春日・布施・本牧）
・具体的な運営方法については、佐久市の例を基本に
統一する。

57 ２６ 040204010303 人権同和 同和対策集会所等運営委員会 65 佐久市・臼田町・望月町が設置している。 合併時、新市において設置する。必要に応じ、集
会所ごとに委員会を設置することも可能とする。

　委員構成や具体的な運営方法については、佐久市の
例を基本に統一する。

58 ２８－２ 010204010412 人権同和 財団法人信州農村開発史研究所事務 66 浅科村が単独で実施している。 合併時、現行どおりとするが、新市において研究
所の自立に向けた支援のあり方を検討する。

59 ２８－２ 010204010413 人権同和 人権対策推進本部 67 ４市町村とも設置しているが、組織体制と実施体
制に差異がある。

合併時、新市において現行の組織を基本に新た
に設置する。 本部体制・事業内容は浅科村の例を基本に統一する。

※　各市町村の現況については、添付した現況調書に記載されている。


